
【労働保険改正点確認】 

令和 2年 4月から高年齢被保険者の方について、雇用保険料が徴収とな

っております。 

平成 31年度（令和 2年 3月まで）までは、高年齢被保険者の方について、雇用保険

料徴収が免除となっておりましたが、令和 2年 4月からは高年齢被保険者の方の雇

用保険料も徴収となっておりますので、令和 3年度更新の際にも、その分を含めて

概算保険料（予定）に見込んでください。 

 

労働保険料等算定基礎賃金等の報告 

 

 

 

 

 

 

（今年度と変わる） 

○ 平成 29年１⽉１⽇より 65歳以上の方も雇用保険の適用対象となっており

ますので、手続きについて再度ご確認ください。 

 

 

※ご不明な点がありましたら南箕輪村商工会までお問い合わせください。 

 

 南箕輪村商工会 

TEL：０２６５－７２－６２６５ 

FAX：０２６５－７２－６２１９ 

高年齢被保険者の方がいる場合、 

高年齢被保険者の分も込で見込額と 

してください。 


